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第４期 一般事業主行動計画（変更） 

 

 職員が仕事と子育てを両立させることができ、その能力を十分に発揮できるよう、両立支援のさ

らなる充実をめざして、次のように行動計画を策定する。 

１．計画期間      平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間 

２．内容 

＜対策＞ 

平成３０年度～     年次有給休暇の過去取得状況を把握する 

平成３０年度～   各部署で有給休暇取得予定表を作成し、事業委員会で集約する 

平成３１年度～    事務局会議時等による周知・啓発の実施および取得状況の把握 

 

 

 

＜対策＞ 

平成３０年度～    三役会議、理事会、企画委員会、事業委員会等、機関会議で検討する 

平成３１年６月    就業規則に規定する 

平成３１年度～    事務局会議時等による周知の実施 

 

 

＜対策＞ 

平成３０年度～    三役会議、理事会、企画委員会、事業委員会等、機関会議で検討する 

平成３１年６月    就業規則に規定する 

平成３１年度～    事務局会議時等による周知の実施 

  

 

 

目標２．現在導入している看護・介護休暇を無給から一部有給にする。 

目標１．年次有給休暇の取得率を５０％以上（全職員平均）にする。 

目標３．ライフプラン休暇を導入する。 


